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Ｑ１ 制度新設の趣旨について

今回、なぜ制度を新設したのでしょうか？

Ａ１ 中小規模新築建物（延床面積2,000㎡未満）に対し、新たに制度を導入する
ことで、更なる脱炭素化やレジリエンス向上を促進していきます。

• 現在、都内CO2排出量の約７割が建物で
のエネルギー使用に起因※１ しており、
脱炭素化に向け建物への更なる対策が急
務となっております。

• また、建物は建築されると⾧期にわたり
使用され続けるという特徴があり、2050
年時点では、建物ストックの約半数（住
宅は約７割）が、今後新築される建物に
置き換わることが見込まれております※２。

• このような状況を踏まえ、2050年の東京
の姿を形づくる新築建物への対策が、脱
炭素化・良質な都市環境の実現に向け極
めて重要と考えております。

【※１ 都内のCO2排出量の部門別構成比】

【※２ 都内「住宅」の状況（2050年に向けた推移）】
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＊制度検討段階の数値を掲載し
ています。最新値は以下の
URLでご覧いただけます。

https://www.kankyo.metro.
tokyo.lg.jp/climate/zenpan
/emissions_tokyo



• また、都外からのエネルギーに支えられている
エネルギーの大消費地の責務として、最大限の
省エネとエネルギー消費効率の向上を図るとと
もに、再エネを基幹エネルギーとした脱炭素エ
ネルギーへの転換が必要です。

• 東京において地産地消のエネルギー源でもある
再エネ導入の最大化を図るためには、建物が多
い大都市東京ならではの強みであり、電力を生
み出す有効な資源となり得る“屋根”を最大限活用
することが有効です。

• 東京は年間を通して日射量が安定し、太陽光発
電に適した地域である一方、住宅屋根等への設
置は4.24％※３と限定的であり、都内には大きな
ポテンシャルが存在しています。

• こうした東京の地域特性を踏まえるとともに、
2030年に新築戸建住宅の６割に太陽光発電設備
の設置を目指す国の目標とも軌を一にしながら、
取組を進めていくことが重要と考えております。
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【ソーラー屋根台帳】

【※３都内の太陽光発電設備設置割合】



• 現在、延床面積2,000㎡以上の大規模新築
建物を対象とした、建築物環境計画書制
度の運用を行っている一方で、着工棟数
が多い延床面積2,000㎡未満の中小規模新
築建物に対する仕組みがなかったことか
ら、この部分の対策を強化していく必要
があります。

• エネルギー消費量が2000年度比で増加し
ている家庭部門※４への対策強化の観点か
らも、新たに中小規模新築建物に対し、
断熱・省エネ性能、再エネ設置（太陽光
パネル設置）等を義務付け・誘導する制
度を導入※５することで、脱炭素社会に向
けて、更に取組を促進してまいります。

【※４ 都内部門別最終エネルギー消費の推移】

【※５ 制度強化・拡充の方向性】

（仮称）
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＊制度検討段階の数値を掲載しています。
最新値は以下のURLでご覧いただけます。
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/clim
ate/zenpan/emissions_tokyo



Ｑ２ 太陽光パネルの設置義務者について

太陽光パネルの設置義務者は誰になるのでしょうか？

Ａ２ ハウスメーカー等の事業者です。

制 度 の 対 象 は ？
 年間の都内供給延床面積が合計20,000㎡以上のハウスメーカー等の事業者

⇒都内大手住宅メーカー約50社が対象見込み
 新築のみが対象で、既存の物件は対象外です。

• ハウスメーカー等の住宅供給事業者は、注文住宅の建設事業者や建売住宅を新
築し販売する事業者として、都が定める指針に基づき必要な措置を講じ、環境
への負荷低減に努めるよう求められます。

• こうした事業者のうち、都内に一定以上の新築住宅等を供給するトップラン
ナー等事業者を対象に太陽光パネルの設置を義務づける仕組みとなっています。

• 本制度は、事業者の創意工夫により、太陽光パネルの設置を標準化した魅力あ
る商品ラインナップの拡充を促進することで、脱炭素社会に貢献するほか、都
民の皆様がより災害に強く、健康で快適な住宅の購入等ができる仕組みを目指
すものです。

• 義務の対象者は、年間延べ２万㎡以上の建物（住宅・ビル）を建築する大手事
業者（50社程度の見込み）で、都内での年間新築棟数の半数程度の規模を想定
しています。（次頁表中①に該当）
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• 加えて、年間供給５千㎡以上の希望する事業者は、事前に申請を行い都から
承認を受けることで、基準への適合など本制度全般に任意参加することが可
能です。（表中②に該当）

• そのほか、特定供給事業者以外の希望する事業者は、任意の報告書提出によ
り公表制度に参画できる仕組みになっています。（表中③に該当）

対象者の確定適合状況
の公表

基準適合
の必要性対象事業者

年度終了後に対象
者を確定公表必要年間供給２万㎡以上の事業者①義務対象者特

定
供
給

事
業
者 事前申請し、都が

承認する公表必要年間供給５千㎡以上の希望する事業者
(５千㎡未満の事業者複数によるグループも可※)

②任意参加者

年度終了後に提出
することができる公表必要と

しない特定供給事業者以外の希望する事業者③任意提出者

※グループで承認を受ける場合は、主幹事社を定め、グループ全体として適合状況の報告を求める。

【報告事業者の種類】
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【制度対象となる住宅供給事業者】

参考

・本制度では、新築する建物の「規格」※を定める者が、その建物の制度対象者となります。

※建物の構造部材や冷暖房、給湯などの建築設備に関する仕様のことをいう。

ビルダーは、自ら定めた構造や設備に関す

る仕様に基づき建物を新築し、当該建物を

購入者等へ分譲等するため、 新築建物の

「規格」を定める者として、当該建物の制

度対象者となる。

ハウスメーカーは、自らが定めた構造や設

備に関するリストに基づき、建築主に仕様

を提案したり、仕様を選択させた建物を建

設するため、新築建物の「規格」を定める

者として、当該建物の制度対象者となる。

建築主や分譲住宅を購入等される方は、制度対象となる住宅供給事業者から、住宅の環境

性能等について説明を聞き、プラン検討等の判断材料としてください（Ｑ６参照）



Ａ３ 制度対象事業者については、目標達成に向けて最小限の規模と
しています。また、本制度は、制度対象事業者が、事業者単位の総量
により柔軟に義務履行できる仕組みとなっております。

• 本制度は、事業者に対し一定の規制を課すものであり、制度対象事業者につい
ては、目標達成に向けて最小限の対象規模とするとともに、住宅の省エネ性能
を牽引する国の住宅トップランナー制度の対象との整合性を図っています。

Ｑ３ 制度対象事業者の範囲について

制度は、どうして大手住宅メーカーのみに義務化を課すものなのでしょ
うか？

• 大手住宅メーカーは、新築建物の環境性能の決定に大きな役割を担っており、
制度対象とすることで、断熱・省エネ・再エネ等の環境性能の向上に大きく
寄与することが期待できます。

※１ 再エネ設置棟数の割合は屋根への設置ポテンシャルや
都内の地域性等を考慮して推計

• なお、制度実施後、本制度に基づく太陽
光パネル設置の状況等を踏まえながら制
度対象者を見直すことを検討していきま
す。
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Ｑ４ 設置基準について

義務対象事業者は、日当たりの悪い住宅や狭小な住宅などについても、
必ず太陽光パネルを設置しなければならないのでしょうか？

Ａ４ 本制度は、義務対象の住宅供給事業者に対し、日照などの立地条件や、
住宅屋根の大きさなど個々の住宅の形状等を踏まえ、太陽光パネルの
設置を進め、供給する建物全体で設置基準の達成を求める仕組みとなって
います。

• 義務対象の事業者がどの建物に太陽光パネルを設置するかについては、日照な
どの立地条件や、住宅の形状等を踏まえて、判断することとなります。

• なお、屋根の面積が一定規模未満の住宅等については、太陽光パネルの設置対
象から除外することが可能です。その場合も、断熱・省エネ性能の確保やZEV
充電設備は整備対象になります。

• また、都内既存住宅（過去に自社が供給した物件に限る。）へ太陽光パネルを
新たに設置した場合は、代替措置として設置基準の達成に利用することが可能
です。（ただし、設置基準の２割を上限とします。）
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【再エネ設置基準（基準適合イメージ）】

参考

《都内で供給する住宅が500棟ある住宅供給事業者の場合の例※》
※設置基準算定除外とする住宅等の棟数がゼロの場合
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参考

１つの南面等屋根
南面等屋根の大きさ順

ケースＣケースＢケースＡ

15㎡15㎡19㎡①１番目

９㎡11㎡ー（北面）②２番目

除外できる除外できない除外できる判 定

【設置基準算定除外とすることができる住宅例】

・次の①②両方の条件に適合する建築物は算定除外とすることが可能
①水平面（陸屋根）又は南を含む東から西向きまでの屋根（以下「南面等屋根」という。）の

うち、最も大きい屋根の水平投影面積が20㎡未満
②方位又は傾斜の異なる南面等屋根が２以上ある場合であって、２番目に大きい屋根の水平投

影面積が10㎡未満※

※１つの屋根につき最低限必要な太陽光パネルの枚数を確保するため、10㎡以上の設置場所が必要

南面等屋根のイメージ

東面

西面
南面

北面

水平面

南面等屋根の
水平投影面積が対象

◆ 算定除外の判定例
（ケースＢ） （ケースＣ）

北

（ケースA）

19㎡

11㎡
15㎡

８㎡

９㎡
15㎡

除外
できない

除外
できる

除外
できる

８㎡

北面は算定除外
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参考

【制度の対象としている屋根】
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南面等屋根

• ２階建ての建物は２階屋根が対象
（１階屋根は対象外）

• ３階建て以上の建物の場合、３階
以上の屋根が対象 （この場合は、
２階以下の屋根は対象外）

• バルコニーや、居室から連続するルー
フバルコニーは対象外

南面等屋根

• 60 °未満の屋根が対象（ 60 °以上の
急勾配屋根は対象外）

南面等屋根に該当 南面等屋根に非該当

※ ここに示すのは設置基準算定から除外することができるルールであり、太陽光発電設備の設置の適否を一律に示すものでは
ありません。それぞれの建物において太陽光発電設備の設置が可能であるかについては、その建物の敷地や隣地等の状況に
より、検討、判断する必要があることにご留意ください。

南面等屋根



Ｑ５ 利用可能な再生可能エネルギーについて

太陽光パネルの代わりに、太陽熱や地中熱などの再生可能エネルギーを
利用してもよいでしょうか？

Ａ５ 太陽熱や地中熱についても制度の対象として利用を促進します。

• 太陽熱、地中熱利用については、義務履行上太陽光パネル２kWの設置と同等等
に評価します。また、２kW超の再エネ利用量があると認められる場合は、当該
利用量に相当するものを評価することができます。

• その他の再エネ利用設備についても個別に再エネ利用量を算出することで、義
務履行に利用できます。また、将来の技術革新の動向を踏まえ、必要に応じて
追加を検討していきます。

• なお、大気熱（エアコン、電気ヒートポンプ給湯機等）や採光利用については、
設備システムの省エネ性能として取り扱います。通風利用は中小建物で一般的
に行われているため対象外としています。

○太陽熱利用の場合の導入効果の目安（３人家族の標準的な設置例）

太陽熱
利用量大きさ例太陽熱システム

の種類
給湯用
熱源

6,253MJ/年４㎡（200L）ソーラーシステム都市ガス

（出典）一般社団法人ソーラーシステム振興協会HP

義務履行上
は２kWと
評価する

1.7kW程度の
太陽光発電の
設置と同等
（売電分含む）
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Ｑ６－１ 注文住宅の施主等に求められる対応について

太陽光パネルの設置義務化によって、注文住宅の施主等に求められること
は何ですか？

Ａ６－１ 本制度は、注文住宅の施主等※が、住宅の断熱・省エネ性能の向上、
再エネ導入等について必要な措置を講じ、環境負荷低減に努めるという
立場を踏まえて、住宅の注文等を判断する仕組みになっています。

• 本制度においては、供給事業者が注文住宅の施主等に対して、断熱・省エネ、
再エネ等の環境性能に関する説明を行うことが求められています。

• 注文住宅の施主等は、事業者からの説明や東京都の配慮指針に基づき、必要な
措置を講じ、環境負荷低減に努めるという立場を踏まえて、住宅の注文等を判
断する仕組みになっています。

※注文住宅の施主及び賃貸住宅のオーナー

15



Ｑ６－２ 建売分譲住宅の購入者等に求められる対応について

太陽光パネルの設置義務化によって、建売分譲住宅の購入者等に求められ
ることは何ですか？

Ａ６－２ 本制度は、建売分譲住宅の購入者等※が、住宅の断熱・省エネ性能
の向上、再エネ導入の意義や効果等について理解を深め、環境負荷低減に
努めるという観点から検討し、購入等について判断する仕組みになってい
ます。

• 本制度では、供給事業者が建売分譲住宅の購入者等に対して、断熱・省エネ、
再エネ等の環境性能に関する説明を行うことが求められています。

• 建売分譲住宅の購入者等は、事業者からの説明を聞き、環境性能についての理
解を深め、環境負荷低減に努めるという観点から検討し、購入等について判断
する仕組みになっています。

• 東京都は、建売分譲住宅の購入者等向けに必要な情報提供を行います。

※建売分譲住宅の購入者及び賃貸住宅の賃借人
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【供給事業者が説明に使用する書面の参考様式】

参考

17

(3)再生可能エネルギー利用設備の設置に係る対応状況

太陽光発電設備の設置除外要件への該当 □該当
太陽光発電設備の設置容量 【    kW 】

その他の再エネ設備の設置容量 【 】 【 kW相当】
追加設置するための措置 【 】

以上 ☑達成

(4)電気自動車充電設備の整備基準に係る対応状況

駐車場の有無 ☑有 □無

充電設備を設置するための配管等を整備 ☑適合

V2Hを１台以上設置 □達成

３ 当該建築物の周辺環境に関する事項
当該敷地の用途地域 【 】
隣地の用途地域 【 】

４ 作成者

５ 説明者

６ 本書に関する問い合わせ先
○○株式会社 営業推進部 電話 ○○ー○○○○ー○○○○

5kW

第一種低層住居専用地域
第一種低層住居専用地域

○○株式会社 営業推進部 ○○○○○

ー
誘導基準

整備基準

誘導基準

○○株式会社 設計部 ○○○○○

6.2

充電設備の
設置台数

V2Hの
設置台数台 台

０1

任意記載欄

太陽光発電設備は近隣の建築物等から一定の日影を受けることがあります。
詳細は別添のリーフレットをご覧ください。

・都は説明に当たり参考となる様式を以下のとおり作成しています。
・供給事業者は、注文住宅の施主等や建売分譲住宅の購入者等に対して、契約を行う前までに

説明※を行っていただきます。
・注文住宅の施主等や建売分譲住宅の購入者等は、供給事業者からの説明を聞いていただき、

プランの検討や購入等の判断材料としてください。

※都が定める参考様式等の書面を交付し、断熱・省エネ、再エネ等に関する都が定める基準への適合状況等を説明

１ 建築物の概要

所在地 【 】

２ 建築物の環境性能（都が定める基準等への対応状況）

(1)断熱性能（UA値）の基準に係る対応状況

以下 ☑適合

以下 ☑達成

(2)省エネ性能（BEI)の基準に係る対応状況

BEI（再エネ含む評価）

以下 ☑適合  適合するための措置（適合していない場合）

【 】
BEI（再エネ除く評価）

以下 ☑達成

性能基準

0.75

0.8

0.87 W/㎡K

0.6 W/㎡K

性能基準

誘導基準

誘導基準

東京都建築物環境報告書制度 建築物の環境性能等に関する説明書

年 月 日
様

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第23条の10による中小規模特定建築物等に係る
措置に関する説明をします。

（注文戸建住宅用）

任意記載欄

UA値 0.55

※対応状況及び性能値は説明時点のものであり、設計後に変わる可能性があります。

BEI BEI0.45 0.70

任意記載欄

再エネ含む 再エネ除く

W/㎡K

参考様式



【注文住宅の施主等への説明フロー（例）】

参考

18

・注文住宅の建設を請け負う供給事業者は、注文住宅の施主等に対して、契約を行う前までに
説明を行っていただきます。

・注文住宅の施主等は、供給事業者からの説明を聞いていただき、契約（住宅の注文）及びプ
ランの検討の判断材料としてください。



【建売分譲住宅の購入者等への説明フロー（例）】

参考

19

・建売分譲住宅の供給事業者は、購入者等に対して、契約を行う前までに説明を行っていただ
きます。

・建売分譲住宅の購入者等は、供給事業者からの説明を聞いていただき、契約（住宅の購入
等）の判断材料としてください。



Ｑ７ 経済的メリットについて（太陽光パネルの設置）

太陽光パネルを設置すると、どの程度の経済的メリットがありますか？

Ａ７ 例えば、令和６年８月時点の試算では、４kWの太陽光パネルを設置し
た場合、初期費用117万円が13年（現行の補助金を活用した場合８年）
程度で回収可能です。また、30年間の支出と収入を比較すると、最大
138万円のメリットを得られる計算となっています。※１

• 30年間の設備費用等は、設置費用やパワコン※２交換の費用の合計で144万円程
度となる一方、売電収入等の合計は242万円程度となり、98万円程度のメリッ
トが得られます。

• 現行の補助金（設置費用に対し10万円/kW）を活用した場合、138万円程度の
メリットを得られる計算となっています。また、20年間、25年間の場合でも、
それぞれ64万円、101万円程度のメリットが得られます。

• このほかリース等を利用して初期費用をゼロにする方法もあります。
• 補助制度も実施しながら、太陽光パネルの更なる設置を後押ししてまいります。

※１ 東京都区部、２人以上の世帯を想定して試算（令和６年８月時点）
※２ パワコン…パワーコンディショナーの略。太陽光パネルで発電した電力を、家庭で使用できる電力に変換する設備

都では、令和５年１月からパワーコンディショナーの更新経費の補助を行っています。

20



【太陽光パネル設置の経済性試算】

参考

（注）本試算は一定の条件を基に算出したものであり、今後の状況変化等で変動する場合があります

21

＜試算条件＞
※１ 株式会社資源総合システム調べ（令和５年度末の価格（新築住宅の場合、税込み）/パワコン、その他機器、標準工事費含む)
※２ パワコン…パワーコンディショナーの略。太陽光パネルで発電した電力を、家庭で使用できる電力に変換する設備

価格は株式会社資源総合システム調べ（令和５年度末の価格（税込み））。
都では、令和５年１月からパワーコンディショナーの更新経費の補助を行っています。

※３ 期間中一度交換
※４ 10万円/kW
※５ 売電単価（令和６年度）：16円/kWh（１年～10年）・8.5円/kWh（11～30年）、電気料金：34円/kWh（令和６年８月）

令和６年８月の試算結果

支出

収入 １~10年目（FIT期間）：93万円
（自家消費54万円＋売電収入38万円※５）

初期費用：117万円
ﾊﾟﾜｺﾝ交換

27万円※１

※２ ※３

初期費用：77万円 経済的メリット（差額）：138万円支出

（現行の補助制度を利用した場合※4）

期間中に点検費用が生じる場合あり（１回約5万円）

11~30年（FIT終了後）：150万円
（自家消費109万円＋売電収入41万円※５）

▼30年

リサイクルの際には約30万円の費用が別途発生
（撤去費含む、屋根のふき替え等と合わせて実施した場合）

ﾊﾟﾜｺﾝ交換
27万円

経済的メリット（差額）：98万円

242万円



【太陽光パネル設置の経済性試算】

参考

（注）本試算は一定の条件を基に算出したものであり、今後の状況変化等で変動する場合があります
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＜試算条件＞
※１ 株式会社資源総合システム調べ（令和４年度末の価格（新築住宅の場合、税込み）/パワコン、その他機器、標準工事費含む)
※２ パワコン…パワーコンディショナーの略。太陽光パネルで発電した電力を、家庭で使用できる電力に変換する設備

価格は株式会社資源総合システム調べ（令和４年度末の価格（税込み））。
都では、令和５年１月からパワーコンディショナーの更新経費の補助を行っています。

※３ 期間中一度交換
※４ 10万円/kW
※５ 売電単価（令和５年度）：16円/kWh（１年～10年）・8.5円/kWh（11～30年）、電気料金：34円/kWh（令和５年８月）

令和５年８月の試算結果

支出

収入 １~10年目（FIT期間）：93万円
（自家消費54万円＋売電収入38万円※５）

初期費用：115万円
ﾊﾟﾜｺﾝ交換

27万円※１

※２ ※３

初期費用：75万円 経済的メリット（差額）：140万円支出

（現行の補助制度を利用した場合※4）

期間中に点検費用が生じる場合あり（１回約4万円）

11~30年（FIT終了後）：150万円
（自家消費109万円＋売電収入41万円※５）

▼30年

リサイクルの際には約30万円の費用が別途発生
（撤去費含む、屋根のふき替え等と合わせて実施した場合）

ﾊﾟﾜｺﾝ交換
27万円

経済的メリット（差額）：100万円

242万円



Ａ８ 本制度は、注文住宅の施主等が、住宅の断熱・省エネ性能の向上、
再エネ導入等について必要な措置を講じ、環境負荷低減に努めるという
立場を踏まえて、住宅の注文等を判断する仕組みになっています。

• 本制度は、注文住宅の施主等については、事業者からの説明や東京都の配慮指針
に基づき、必要な措置を講じ、環境負荷低減に努めるという立場を踏まえて、住
宅の注文等を判断する仕組みになっています。

• また、建売分譲住宅の購入者等については、事業者からの説明を聞き、環境性能
についての理解を深め、 環境負荷低減に努めるという観点から検討し、購入等
について判断する仕組みになっています。

• なお、４kWの太陽光パネルを設置した場合、初期費用117万円が13年程度（現
行の補助金を活用した場合８年）※１で回収可能です。また、リース等を利用し
て初期費用をゼロにする方法もあります。

• さらに、断熱・省エネ性能に優れた住宅に４kWの太陽光パネルを設置すると、
30年間のトータル収支において一層の経済的メリットが見込まれます。

• 都は、本制度を通じて、断熱・省エネ性能の向上、再エネ導入等の環境性能の高
い住宅の取得が可能となるよう、今後、事業者の更なる取組を後押ししてまいり
ます。

Ｑ８ 条例改正による住宅購入者等への影響について

制度は、注文住宅の施主や建売分譲住宅購入者等に経済的な負担を強い
ることにならないでしょうか？

23
※１ 令和６年８月時点の試算結果。初期費用は株式会社資源総合システム調べ

（令和５年度末の価格（税込み）/パワコン、その他機器、標準工事費含む)



東京ゼロエミ住宅（水準Ｃ）省エネ住宅住宅性能

樹脂アルミ複合サッシ＋
Low-Eガラス２枚

アルミサッシ＋
複層ガラス窓断熱(例)

区分（い）以上※2★★★※1エアコン
省エネ(例)

ガス潜熱回収型ガス従来型給湯器
あり（４kW）なしなし太陽光発電設備

▲ 13万円▲ 6.0万円ー（基準）年額光熱費※３

削減額等 ▲ 376万円※４▲ 179万円ー（基準）（３０年間）

+215万円+98万円ー（基準）建築費用等増加額
▲ 80万円▲ 40万円ー東京ゼロエミ住宅補助※５

▲ 100万円▲ 100万円ー国補助※６

17万円▲ 14万円ー住宅ローン金利引下げ等※７

▲324万円▲235万円ー（基準）総収支(30年間)

「０」▲102%▲30％ー（基準）エネルギー消費量

【住宅の「燃費」試算】

参考

（注）本試算は一定の条件を基に算出したものであり、今後の状況変化等で変動する場合があります
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＜試算条件＞
※１ 目標年度2010年度における多段階評価
※２ ３つのエネルギー消費効率の区分のうち最も高効率である区分
※３ 売電単価（令和６年度）：16円/kWh（１～10年）・8.5円/kWh（11～30年）、電気料金：34円/kWh（令和６年８月）、

ガス料金：162円/㎥（令和６年８月）
※４ パワコン交換費用27万円（株式会社資源総合システム調べ（令和５年度末の価格（税込み））を含む
※５ 住宅の環境性能（水準Ａ～Ｃ）・種別に応じ、30～240万円の補助金を交付。また、太陽光発電や蓄電池を併せて設置する場合には、

規模に応じて補助額を増額（太陽光発電：10万円/kW 等）
※６ こどもエコすまい支援事業
※７ 【フラット３５】Ｓ金利Ｂプランを適用し、基準の住宅として3,000万円を借り入れた場合の試算



Ｑ９ 初期設置費用について

太陽光パネルの初期設置費用を抑える方法はありますか？

Ａ９ 初期設置費用をゼロにできるサービスを活用することで、太陽光
パネルの設置費用を抑えることが可能です。

• 現在、住宅への太陽光パネルは初期費用をかけず設置できるサービス（設備
のリース等により後年度に使用料等を支払う第三者所有モデル等）が多数あ
り、住宅の建設費に影響を与えることなく、パネルを設置することが可能と
なっております。

• 都では、こうした初期費用なしで太陽光パネルを設置できるサービスへの助
成を行うことで、注文住宅の施主や建売分譲住宅の購入者等に補助金相当額
が還元される仕組みを導入しています。

25

所有者

事業者の費用で太陽光発電を設置(所有権は事業者)
リース

電力販売
屋根貸し

事業者の費用で太陽光発電を設置(所有権は建築主)自己所有モデルによる売電権の譲渡モデル

【敷地内に初期費用ゼロで太陽光発電設備を設置できる手法例】



Ａ10－１ 制度への任意参加に向けた準備として、太陽光パネル等の設置基
準達成と建築物環境報告書の提出に向けた取組を進める中小ハウス
メーカー等に対する助成を実施しています。

Ｑ10－１ 事業者への支援について①

中小ハウスメーカーなど義務対象外の事業者が制度に任意で参加する
場合、支援制度はあるのでしょうか？

• 任意参加に向けた準備を行う事業者に対しては、制度に対応した環境性能の高い
住宅等の開発・改良に要する経費の一部を助成します。

• また、数社でグループを組んで制度に任意参加する準備を行う場合においても、
同様に、助成制度を利用することが可能な仕組みとしています。

• こうした取組を通じて、快適で燃費が良い住宅の普及の裾野を広げ、建物の脱炭
素化を加速してまいります。

 建築物環境報告書制度推進事業（環境性能向上支援助成金）
の詳細については、こちらをご覧ください。

https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/seinou-kouzyou

26



Ｑ10－２ 事業者への支援について②

制度に参加しない地域工務店等に対する支援制度はないのでしょうか？

Ａ10－２ 制度に対応した環境性能の向上等に向けた取組を進める工務店
や太陽光発電システム施工事業者等に対する助成を実施しています。

• 義務の対象とはならない事業者（工務店等）についても、制度に対応した環
境性能の高い住宅の設計・施工や東京ゼロエミ住宅を新たに建設するに当
たって行われる設計・施工等の技術向上に向けた取組に対して、その経費の
一部を助成します。

• また、太陽光発電システム施工事業者に対して、太陽光発電システムの施工
等に関する技術向上に向けた取組に要する経費の一部を助成します。

• こうした取組を通じて、環境性能の高い住宅を建設する担い手等を増やして
いくことで、快適で燃費が良い住宅の普及の裾野を広げ、建物の脱炭素化を
加速してまいります。

 建築物環境報告書制度推進事業（設計・施工技術向上支援助成金）
の詳細については、こちらをご覧ください。

https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/gizyutu-kouzyou
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Ａ10－３ 住宅等における省エネ推進・再エネ導入拡大に向けた支援策を
ご活用ください。

Ｑ10－３ 再エネ機器の設置等に対する支援について

太陽光パネル等の設置に利用できる補助金など都の支援策はありますか？

２

 東京ゼロエミ住宅普及促進事業
高い省エネ性能等を持つ住宅を普及するため「東京ゼロエミ住宅」
基準に適合する住宅を新築した建築主に対して補助を実施。
令和６年10月より基準を見直し、新たな補助制度を実施
しています。

 災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業
都内住宅の断熱改修やPVの設置を進め、省エネで、災害にも強く、
健康にも資する断熱・太陽光住宅の普及拡大を促進。
令和７年度は、断熱窓・ドア補助をわかりやすい単価制を見直すと
ともに断熱防犯窓への上乗せ補助、エコキュート等の
DR実証上乗せ補助等を実施します。

https://www.kankyo.metro.to
kyo.lg.jp/climate/home/tokyo
_zeroemission_house/jyoseis
eido.html

https://www.kanky
o.metro.tokyo.lg.jp/
climate/home/dann
etsu-solar.html

（事業HP）

主に個人・家庭の方向け
（事業HP）
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令和７年度は、事前申込５月末から

交付申請兼実績報告6月末から受付開始予定

令和７年度は４月１日受付開始



２

 住宅用太陽光発電初期費用ゼロ促進の増強事業
リース等により、初期費用ゼロでPV ※1 

を設置する事業者※2に対して助成金を交付し、サービス利用料の
低減等を通じて住宅所有者の負担を軽減します。

 特定供給事業者再エネ設備等設置支援事業
新築住宅及びその敷地に再エネ機器等※3を設置する
ハウスメーカー等※4に一括補助し、都民への還元を通じて、
機器設置に係る都民の負担を軽減します。

※1 同時に設置する蓄電池も助成対象。令和6年度より機能性PVの上乗せ補助を実施
※2 事前に自社の事業プラン（サービス内容）を登録いただく必要があります。

太陽光発電システム等の初期費用ゼロ事業者向け

住宅供給事業者（特定供給事業者）向け

※3   対象となる再エネ機器等：PV・機能性PV・PV設置に係る陸屋根のマンション等
への架台設置上乗せ、蓄電池、V2H、エコキュート・ハイブリッド給湯器

※4  建築物環境報告書制度に参加する特定供給事業者

https://www.tokyo-
co2down.jp/subsidy/initi
al-cost0-zokyo

（事業HP）
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https://www.tokyo-
co2down.jp/subsidy
/tokutei-saiene

（事業HP）

令和７年度は５月１日受付開始

令和７年度は４月１日受付開始
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Ａ11 固定価格買取制度において、東京電力管内におけるルールでは、住宅
用太陽光パネル（10kW未満）は、当面の間、出力制御の実施対象外と
なっています。

【太陽光発電設備の出力制御について】

Ｑ11 出力制御について

太陽光パネルで発電した電気は全て売電することが出来るのですか？
また、出力制御はないのでしょうか？

500kW以上

500kW未満
50kW以上

50kW未満
10kW以上

10kW未満

無補償での
出力制御上限

年間360時間

無補償での
出力制御上限

年間30日

旧ルール適用※１ 新ルール適用※２

当面の間、出力制御実施対象外

※１…2015年1月25日以前に接続申込み

※２…2015年1月26日～2021年3月31日に接続申込み

【資料】資源エネルギー庁ＨＰを基に作成

無制限無補償ルール適用※３

無制限
無補償

※３…2021年4月1日以降の接続申込み
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＜参考＞ 2025年度の出力制御見通し
• 東京電力管内については、2025年度の再エネ出力制御の見通し（出力制御率）は0.009％※４となっています（10kW未満

の太陽光は、当面の間、出力制御の対象外） ※４ 経済産業省・資源エネルギー庁 第1回次世代電力系統WG資料（2025年1月）



Ｑ12 メリット全般について

経済的メリット以外には、どのようなメリットがあるのでしょうか？

Ａ12 災害時の生命線となる電力の確保や脱炭素社会の実現に貢献します。

停電時の利用

 自立運転モードへの切り替えで、
スマホや家電製品が利用可能に

脱炭素社会に貢献

 ４kWの太陽光発電設備で１年間発電
⇒  スギ約200本分のCO2吸収量※

※林野庁公表資料から算出

（画像出典）林野庁ホームページ

• 災害時には、スマホやテレビ、冷蔵庫などの家電機器等が重要な役割を果たし
ます。停電時等においても自立運転ができる太陽光パネルを設置することで、
生命線となる電力を確保することができます。

• また、４kWの太陽光パネルで１年間発電した場合のCO２削減量は、スギ林約
2,000㎡分（約200本分）※の吸収量に相当し、設備を導入することで脱炭素社
会の実現に大きく貢献できます。

（画像出典）一般社団法人太陽光発電協会ホームページを基に作成
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Ａ13 制度に関する相談等については、以下の連絡先にお問い合わせください。
また、環境局のホームページ（太陽光ポータル）に詳しい情報を掲載して
おりますので、あわせてご覧ください。

Ｑ13 建築物環境報告書制度に関する問い合わせについて

制度について詳しく知りたい場合は、どこに相談すればよいでしょうか？

32

都では、太陽光パネルに関する専用サイトである「太陽光ポータル」※１を開設し、
様々な情報を発信しております。

【制度対象事業者向け】
・制度の各種資料を掲載している建築物環境報告書制度のHP ※２をご覧ください。

ワンストップ相談窓口（クール・ネット東京）
電話番号：03（5990）5236 受付時間：平日9:00～17:00

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.
jp/climate/solar_portal/index.html

※１ ※２

https://www.kankyo.metr
o.tokyo.lg.jp/climate/gree
n_housing

建築物環境報告書制度
（中小規模新築建物における対策）



Ａ14 今回の条例改正は、法律の範囲内で行ったものです。
• 判例等によると、憲法第９４条の「法律の範囲内」については、法令に明示

若しくは黙示の禁止規定がない限り、条例を制定できるとされています。
• 建築物省エネ法を含め、国の法令においては、建築物への太陽光パネル設置

の義務化に関する規定はなく、また、地方自治体が定める条例で義務化を禁
止する趣旨の規定もありません。したがって、今回の環境確保条例の改正は、
条例制定権の範囲内で行ったものと考えます。既に建築物への太陽光パネル
設置を条例で義務付けている地方自治体もあります。

• なお、国の検討会※では、太陽光パネル設置の義務化について、地域による発
電効率の違いなどの課題の指摘もありましたが、将来における義務化も選択
肢の一つとしています。

• 制度は、2030年に新築戸建住宅の６割に太陽光パネルの設置を目指す国の目
標とも軌を一にするものです。

Ｑ14 法律と条例の関係について

国が太陽光パネル設置の義務化を見送ったことから、都の条例改正は、
憲法９４条に定める「法律の範囲内」という条例制定権を逸脱しているの
ではないでしょうか？

《参考》憲法第94条
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を

制定することができる。

※…脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方検討会
（令和３年８月２３日「とりまとめ」公表）
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Ｑ15-1 海外諸都市・国内自治体の動向について

太陽光パネルの設置義務化は、東京だけが行うものなのでしょうか？

Ａ15-1 海外諸都市・国内自治体においても脱炭素化に向けた取組が進んで
います。

• 米国では、2019年にニューヨーク市で新築及び大規模屋根修繕する建築物への
太陽光発電又は緑化を義務化、2020年以降は、カリフォルニア州でも州内全て
の新築住宅に太陽光発電設置の義務化を行っています。

• EUでは、新築住宅、公共建築物、非住宅建物に対して段階的に太陽光発電の導
入義務化（2029年までにすべての新築住宅など）を行う予定です。

• ドイツでは、州政府において太陽光発電義務化条例を制定しているほか、ベルリ
ン州では、2023年1月1日から、住宅への太陽光発電の設置義務化が開始されて
います。

• また、国内自治体においては2022年から京都府・市、2023年から群馬県で新築
建物等を対象に設置の義務化を行っています。川崎市でも2025年から新築建物
への設置を義務化する制度が開始される予定です。なお、相模原市、千葉県松戸
市、⾧野県及び仙台市においても制度導入に向けた検討が開始されております。
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●再生可能エネルギーの導入加速：2030年目標を40%から45%に引き上げ
●太陽光発電設備の設置を段階的に義務化 （技術的・経済的に設置可能な場合）
－2026年まで：新築公共建築物・新築非住宅建物（250㎡以上）
－2027年まで：既築公共建築物（2,000㎡以上）
－2029年まで：全ての新築住宅
－2030年まで：既築公共建築物 （250㎡以上）等

EU

●州政府において、太陽光発電義務化条例の導入が進む。規制内容は州によって異なる
●ベルリン州では、2023年1月1日から、住宅への太陽光発電の設置義務化
－全ての新築・既存建物(50㎡超の屋根)の改修に適用 ※既存建物には一部例外規定あり

現在、国内16州のうち７州が太陽光義務化を導入

ドイツ
（州政府が進める
太陽光発電義務化）

●2030年までに発電における再エネ比率60％とする州法が2018年に成立、施行済み
●2020年、州内全ての新築低層住宅に太陽光発電設置義務化
－戸建住宅及び集合住宅(3階建以下)の建築主、 建設事業者に義務付け
－住宅規模や気候区分を考慮した義務基準を設定 －狭小屋根等の住宅は義務免除

●2023年、ほぼ全ての非住宅建築物、低層以外の集合住宅に義務化を拡大

米国
カリフォルニア州

●2030年までに電力の再エネ比率を70%とする計画を2019年に承認
●2019年、新築及び大規模屋根修繕する建築物に太陽光発電の設置または緑化を義務化
－屋根の傾斜や面積に応じて義務内容を設定
－規制区域、雨水管理、テラス、娯楽等の用途が屋根にある場合は対象外

米国
ニューヨーク市

【京都府・京都市】2022年、延床面積300㎡以上の新築・増築時に設置を義務化
【群馬県】延床面積2,000㎡以上の新築・増改築時に設置を義務化（2023年４月施行）
【川崎市】新築建物への設置を義務化（2025年４月施行）

国内自治体
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Ｑ15-2 国の動向について

住宅への太陽光パネルの設置について、国はどのような取組をしています
か？

Ａ15-2 国において、住宅トップランナー制度に太陽光発電設備の設置に関
する基準が新設される予定です。※

• 住宅トップランナー制度とは、一年間に一定戸数以上の住宅を供給する事業者
に対し、国が、目標年度と省エネ性能等に関する基準（トップランナー基準）
を定め、新たに供給する住宅について、その基準を満たすことを努力義務とし
て課す制度です。

• 住宅トップランナー制度では、2027年度を目標年度として、太陽光発電設備の
設置に関する基準が新設される予定であることが示されています（令和７年春
頃公布・施行）。

• 新設される予定のトップランナー基準（目標年度2027年度）では、設置が合理
的な住宅の戸数のうち、建売戸建住宅：37.5%、注文戸建住宅：87.5%に太陽光
発電設備の設置をすることとなっています。
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※ 【出典】経済産業省／国土交通省 建築物エネルギー消費性能基準等ワーキンググループ 及び 社会資本整備審議会建築分科会
建築環境部会建築物エネルギー消費性能基準等小委員会 合同会議（令和６年10月29日）




